
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者に設けられ、被検者に超音波を送受波し、受波した超音波をエコー信号に変換す
るプローブと、
　被検者に設けられ、被検者の生体情報を検出する検出部と、
　前記検出された生体情報に基づいて、前記プローブにおける超音波の送受波の制御を行
うプローブ制御部と、
　
　
　

　

　
　ことを特徴とする医療測定システム。
【請求項２】
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を有し、
前記プローブ制御部は、
前記検出された生体情報に含まれる脳波の信号波形と覚醒状態における脳波信号波形と

を照合比較することにより被検者が覚醒状態にあるか否かを判定する判定部と、
前記覚醒状態にあると判定された場合に、前記超音波の送受波を実行させる送受波制御

部と、
を含む、

請求項１記載の医療測定システムにおいて、
前記検出部は、前記生体情報として複数のセンサ信号を出力する複数のセンサで構成さ

れ、
前記判定部は、前記複数のセンサ信号から被検者が異常状態にあるか否かを判定し、



　

　ことを特徴とする医療測定システム。
【請求項３】
　
　
　

　

　 ことを特徴とする医療測定システム。
【請求項４】
　
　

　
　
　 ことを特徴とする医療測定システム。
【請求項５】
　請求項 記載の医療測定システムにおいて、
　
　
　
　を含むことを特徴とする医療測定システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、医療測定システムに関し、特に超音波を利用した測定システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
病気の中には、日常生活を送ることが可能ではあるものの、その生活下において当該病気
による症状が現れるものがある。そのような病気では、患者の健康状態が常に異常である
わけではないので、一般的に行われている健康診断のような短期間の検査では、その病気
を発見することができないことが多い。また、その病気がいつ発症するのかを予測するこ
とも難しい。そこで、例えば狭心症などの病気の場合には、被検者（患者）に携帯用心電
計などを付けさせて、被検者の健康状態を常時監視することが行われている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述のような病気において、仮に心電計の他に超音波診断装置を用いて診断することがで
きるのであれば、病名の特定や病状の把握などをより的確に行うことが可能である。した
がって、超音波診断装置によって常時被検者を監視することが考えられるが、被検者に超
音波を送受波するプローブには寿命があるため、プローブを常時作動させると不必要に劣
化を早めてしまうなどの問題がある。また、超音波診断装置による電力消費量は心電計な
どと比べて極めて大きいため、超音波診断装置によって被検者の健康状態を常時監視する
となると、病気を特定する上で必要とする電力量が多くなり、健康状態を監視する上では
非効率的である。なお、超音波診断以外の生体情報の計測においても、上記同様の問題が
ある。
【０００４】
本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、その目的は、超音波等による計測が必要
な時期に、被検者の計測を行うシステムを提供することにある。
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前記送受波制御部は、前記覚醒状態であり且つ前記異常状態であると判定された場合に
、前記超音波の送受波を実行させる、

請求項２記載の医療測定システムにおいて、
前記判定部は、
前記複数のセンサ信号のそれぞれから被検者が一定状態にあるか否かを個別に判定し、

複数の個別判定結果を出力する複数の個別判定部と、
前記出力された複数の個別判定結果から被検者が異常状態にあるか否かを総合的に判定

する総合判定部と、
を含む

請求項３記載の医療測定システムにおいて、
被検者に設けられ、前記プローブによって得られたエコー信号を無線方式で送信する送

信器と、
前記送信されたエコー信号を受信する受信器と、
前記受信されたエコー信号に基づいて、超音波計測を実行する監視装置と、
を含む

４
前記監視装置は、
前記エコー信号から超音波画像データを形成する画像形成部と、
前記超音波画像データを記録する記録器と、



【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、被検者に設けられ、被検者に超音波を送受波し
、受波した超音波をエコー信号に変換するプローブと、被検者に設けられ、被検者の生体
情報を検出する検出部と、前記検出された生体情報に基づいて、前記プローブにおける超
音波の送受波の制御を行うプローブ制御部と、

を含むことを特
徴とする。
【０００６】
上記構成によれば、検出部から検出される被検者の生体情報に基づいて、すなわち生体の
状態に基づいて、プローブにおける超音波の送受波の制御がなされる。
【０００７】
プローブ制御部によって行われる超音波の送受波の制御としては、送受波の開始や停止の
制御、超音波のパワーの制御、送受波モードの切替制御などが考えられる。
【０００８】
検出部は、例えば、血圧計や心電計などのセンサから構成されており、この検出部によっ
て得られる被検者の健康状態に関する情報が生体情報である。検出部による生体情報の検
出は、基本的には常時行われている。また、特定の期間において生体情報を検出するもの
であってもよい。さらに、本発明に係る医療測定システムの検出部は、単一のセンサから
構成されていてもよく、複数のセンサから構成されていてもよい。
【０００９】
本発明の好適な態様では、前記プローブ制御部は、前記検出された生体情報から被検者が
特定状態にあるか否かを判定する判定部と、前記特定状態にあると判定された場合に、前
記超音波の送受波を実行させる送受波制御部と、を含むことを特徴とする。
【００１０】
上記構成によれば、検出部によって検出された生体情報に基づいて、判定部は、被検者が
特定状態にあるか否かを判定する。特定状態にあると判定された場合、送受波制御部の制
御によって、プローブは超音波の送受波を行う。つまり、プローブにおける超音波の送受
波は、被検者の特定状態においてのみ行われる。したがって、プローブの消費電力量を必
要最少限に抑えることができる。また、プローブにおける不必要な劣化を抑えることがで
きる。
【００１１】
本発明の好適な態様では、前記特定状態は、健康状態が異常な状態であることを特徴とし
、また、本発明の好適な態様では、前記特定状態は、覚醒状態であることを特徴とする。
その他、特定状態としては、例えば、睡眠状態などがあげられる。
【００１２】
本発明の好適な態様では、前記検出部は、前記生体情報として複数のセンサ信号を出力す
る複数のセンサで構成され、前記プローブ制御部は、前記複数のセンサ信号から被検者が
特定状態にあるか否かを判定する判定部と、前記特定状態にあると判定された場合に、前
記超音波の送受波を実行させる送受波制御部と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
上記構成によれば、複数のセンサから出力されるセンサ信号に基づいて、判定部は、被検
者が特定状態にあるか否かを判定する。複数のセンサ信号を考慮して判定できるので、よ
り正確な判定が行える。特定状態にあると判定された場合、送受波制御部の制御によって
、プローブは超音波の送受波を行う。
【００１４】
本発明の好適な態様では、前記判定部は、前記複数のセンサ信号のそれぞれから被検者が
一定状態にあるか否かを個別に判定し、複数の個別判定結果を出力する複数の個別判定部
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を有し、前記プローブ制御部は、前記検出
された生体情報に含まれる脳波の信号波形と覚醒状態における脳波信号波形とを照合比較
することにより被検者が覚醒状態にあるか否かを判定する判定部と、前記覚醒状態にある
と判定された場合に、前記超音波の送受波を実行させる送受波制御部と、



と、前記出力された複数の個別判定結果から被検者が特定状態にあるか否かを総合的に判
定する総合判定部と、を含むことを特徴とする。
【００１５】
上記構成によれば、個別判定部は、各センサで検出された複数のセンサ信号のそれぞれか
ら被検者が一定状態にあるか否かを判定し、その判定結果としての複数の個別判定結果を
出力する。総合判定部は、それらの個別判定結果から被検者が特定状態にあるか否かを総
合判定する。つまり、判定部は、複数の個別判定結果に基づいて多面的な見地から特定状
態にあるか否かを判定する。したがって、判定部は被検者に関してより確実な判定を行う
ことができる。ここで、一定状態とは、各センサ信号から被検者が特定状態にあるとみな
せる可能性のある状態をいう。
【００１６】
本発明の好適な態様では、被検者に設けられ、前記エコー信号を無線方式で送信する送信
器と、前記送信されたエコー信号を受信する受信器と、前記受信されたエコー信号に基づ
いて、超音波計測を実行する計測手段と、を含むことを特徴とする。
【００１７】
上記構成によれば、プローブから出力されるエコー信号は送信器に入力され、その送信器
から無線方式によって送信される。その送信されたエコー信号は、受信器によって受信さ
れる。計測手段は、受信されたエコー信号に基づいて超音波計測を実行する。ここで、送
信器は、被検者が携帯する態様のものである。送信器が被検者によって携帯される態様で
あれば、被検者は日常生活を送りながら、検出器による生体情報の検出を行い、またプロ
ーブによる超音波の送受波を行うことができる。これにより、例えば被検者が日常生活を
送る環境下において、被検者が特定状態にあるか否かを監視することができ、特定状態に
ある場合には超音波の送受波を行い、超音波計測を実施することができる。
【００１８】
上記目的を達成するために、本発明は、被検者に設けられ、被検者に超音波を送受波し、
受波した超音波をエコー信号に変換するプローブと、被検者に設けられ、被検者の生体情
報を検出する検出部と、前記エコー信号に基づいて、前記生体情報の検出の制御を行う制
御部と、を含むことを特徴とする。
【００１９】
上記構成によれば、エコー信号に連動して、被検体から検出された生体情報に関する制御
が行われる。当該制御としては、計測の開始や停止の制御、演算処理の変更などがあげら
れる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
発明の好適な実施の形態（以下、実施形態という）について、図面を参照しながら説明す
る。なお、本実施形態では、被検者の心臓疾患による異常状態を監視するために医療測定
システムを用いる場合を例にとる。
【００２１】
図１は、医療測定システムの全体構成を概念的に示す説明図である。この医療測定システ
ムは、プローブ１２、後述する各種の生体情報センサ、及び測定ユニット２４、通信ター
ミナル２６、通信回線２８及び監視装置３２から構成されている。
【００２２】
プローブ１２及び測定ユニット２４は被検者に設けられている。プローブ１２は、被検者
１０の胸部に固定配置されており、超音波を送波し、心臓からのエコーを受波し、エコー
電気信号に変換する。
【００２３】
生体情報センサは、被検者１０に設けられ、生体情報を検出する。本実施形態の生体情報
センサは、心電センサ１４、脳波センサ１６、血圧センサ１８、脈拍センサ２０及び体温
センサ２２である。これら各センサは被検体１０の体表面に配置されている。心電センサ
１４、脳波センサ１６、血圧センサ１８、脈拍センサ２０及び体温センサ２２は、本実施
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形態では常時生体情報を検出し、それぞれ心電信号、脳波信号、血圧信号、脈拍信号及び
体温信号を出力する。これらのセンサ信号はケーブルを介して測定ユニット２４に送られ
る。被検者１０に設けられているプローブ１２や各センサの配置、大きさ、個数及び種類
等については、必要に応じて適宜選択すればよい。
【００２４】
測定ユニット２４は、被検者１０によって携帯される。この測定ユニット２４は、各セン
サの信号を記録すると共にそれらを無線方式によって送信する。また、測定ユニット２４
は各センサの信号に基づいて、被検者１０が異常な状態にあるか否かを判定する。異常な
状態にあると判定している期間内において、プローブ１２における超音波の送受波を実行
させる。
【００２５】
通信ターミナル２６は、例えば、被検者１０が日常生活を送る家屋内に設けられており、
測定ユニット２４から送信されるセンサ信号及びエコー信号を受信する。これらの信号は
、通信回線２８を介して病院などの集中管理センタ３０に設けられた監視装置３２に伝送
される。
【００２６】
監視装置３２は、伝送されたセンサ信号の信号処理を行い、被検者１０の生体情報を出力
する。また、エコー信号が伝送された場合には、そのエコー信号から超音波画像を形成し
、その画像を出力する。医師等は、監視装置３２をモニタすることによって、日常生活を
送る被検者１０の健康状態を監視することができる。また、医師等は、被検者１０の心臓
が異常な状態にある際には、そのときの超音波画像をモニタすることで、当該異常状態を
的確に把握することができる。超音波画像データが監視装置３２内に記録保存されていれ
ば、必要に応じて、すでに記録保存された異常状態における超音波画像を再生し、モニタ
することができるので、医師等が不在の場合にあっても、被検者からの生体情報データの
取得は有効である。
【００２７】
なお、医師等は、監視装置３２を操作して、集中管理センタ３０側から通信回線２８及び
通信ターミナル２６を介して測定ユニット２４の動作制御を行うこともできる。これによ
り、例えば、医師等が監視装置３２に出力される心電波形、脳波、脈拍又は血圧をモニタ
しながら、必要に応じてプローブ１２の動作制御を行うことができ、あるいは、プローブ
１２が作動している状態において、必要に応じてモード等を切り替えることができる。
【００２８】
プローブ１２及び上記各種の生体情報センサを合わせてセンサ部１３（図２参照）とする
。図２は、センサ部１３及び測定ユニット２４の概略的な全体構成を示す機能ブロック図
である。プローブ１２は、本実施形態においては、複数の振動素子が配列された電子セク
タ走査方式のプローブであることが好ましいが、他の電子走査方式によるプローブであっ
てもよい。
【００２９】
心電センサ１４、脳波センサ１６、血圧センサ１８、脈拍センサ２０及び体温センサ２２
は、被検者１０から生体情報を検出し、それぞれの信号を出力する。それらの信号は測定
ユニット２４側へ送られる。
【００３０】
次に、測定ユニット２４について説明する。測定ユニット２４にはセンサ信号演算部３６
が設けられている。センサ信号演算部３６は、心電信号演算部３６ａ、脳波信号演算部３
６ｂ、血圧信号演算部３６ｃ、脈拍信号演算部３６ｄ及び体温信号演算部３６ｅとから構
成されており、これらの各信号演算部には、それぞれ対応する各センサからの信号が入力
される。信号演算部では、ユニット制御部４２内のセンサ信号処理制御部４２ｂによる制
御に基づいて、それぞれのセンサに応じた信号処理が行われる。信号処理された処理信号
は、判定部３８に出力されるとともに、ユニット制御部４２の制御の下で、センサ信号記
憶部４０に出力される。
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【００３１】
センサ信号記憶部４０は、ユニット制御部４２の制御に基づいて、入力された処理信号を
一時的に記憶し、それらをマルチプレクサ４４に順次出力する。マルチプレクサ４４は、
入力される各処理信号を時分割多重し、シリアル信号を形成する。そのシリアル信号は第
１送信器４６に出力される。
【００３２】
判定部３８は、エコー信号判定部３８ｆとメイン判定部３８ｇとサブ判定部群とから構成
されている。サブ判定部群は、心電信号判定部３８ａ、脳波信号判定部３８ｂ、血圧信号
判定部３８ｃ、脈拍信号判定部３８ｄ及び体温信号判定部３８ｅとからなる。各センサ信
号判定部は、それぞれに入力されたセンサ信号が、心臓の異常状態を示す信号波形を含ん
でいるか等を個別的に前置判定する。各センサ信号判定部は、サブ片底部群の個別判定結
果をメイン判定部３８ｇに出力する。
【００３３】
エコー信号判定部３８ｆは、プローブ１２から出力されるエコー信号に基づいて被検者１
０の健康状態について個別判定を行うために判定部３８に設けられている。エコー信号判
定部３８ｆによって得られた個別判定結果は、メイン判定部３８ｇに出力される。
【００３４】
メイン判定部３８ｇは、サブ判定部群及びエコー信号判定部３８ｆによる個別判定結果に
基づいて、被検者１０の健康状態が、特定状態にあるか否かを総合的に判定する。メイン
判定部３８ｇによる総合判定結果はユニット制御部４２に出力される。
【００３５】
ユニット制御部４２は測定ユニット２４内の各回路を制御する回路である。ユニット制御
部４２は、超音波制御部４２ａとセンサ信号処理制御部４２ｂとから成っている。
【００３６】
超音波制御部４２ａは、判定部３８から入力される総合判定結果に基づいて超音波送受信
部４８を制御する。具体的には、例えば、各センサ信号判定部での個別判定結果に基づく
総合判定結果が、特定状態にある場合に、超音波送受信部４８を制御してプローブ１２で
の超音波の送受波を実行させる。
【００３７】
センサ信号処理制御部４２ｂは、判定部３８から入力される総合判定結果に基づいてセン
サ信号演算部３６を制御する。例えば、心電信号演算部３６ａのみを作動させ、これによ
って得られた処理信号から判定された個別判定結果に基づいて、他の個別センサ信号演算
部を作動させる制御などがあげられる。
【００３８】
超音波送受信部４８は、プローブ１２内の各振動子に対して送信信号を供給して超音波ビ
ームを形成する機能を有し、またプローブ１２内の各振動子の受信信号に対して整相加算
処理を行って受信ビームを形成する機能とを有する。さらに、例えば検波回路、ドプラ回
路等必要とする公知の信号処理回路が超音波送受信部４８内に設けられている。
【００３９】
エコー信号記憶部５０は、ユニット制御部４２の制御に基づいて、超音波送受信部４８か
ら出力されたエコー信号を一時的に記憶し、そのエコー信号を第１送信器４６に出力する
。
【００４０】
第１送信器４６は、マルチプレクサ４４から入力されるシリアル信号を赤外線信号に変換
し、送信する。また、エコー信号記憶部５０からエコー信号が入力されると、そのエコー
信号を赤外線信号に変換し、送信する。この第１送信器４６から送信された赤外線信号は
、屋内に設けられた通信ターミナル２６（図３参照）の第２受信器５６で受信される。第
１受信器５２は、通信ターミナル２６から送信される赤外線信号を受信し、ユニット制御
部４２に出力する。ここで、上述の測定ユニット２４内の各回路における信号処理は、バ
ッテリ５４の電力によって行われる。
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【００４１】
図３は、通信ターミナル２６、通信回線２８及び監視装置３２の全体構成を示す機能ブロ
ック図である。
【００４２】
通信ターミナル２６は、図２に示す測定ユニット２４との間で赤外線によって信号の送受
を行う機器である。本実施形態では、屋内に設けられているが、屋外に設けられても構わ
ない。
【００４３】
通信ターミナル２６は、主として第２受信器５６、第２送信器５８及びターミナル通信部
６０とから構成されている。第２受信器５６は、第１送信器４６（図２参照）から送信さ
れる赤外線の信号を受信し、電気的な信号に変換する。変換後の信号をターミナル通信部
６０に出力する。ターミナル通信部６０は、入力された信号を通信回線２８を介して監視
装置３２に送る。一方、ターミナル通信部６０は、通信回線２８を介して送られてくる監
視装置３２からの信号を受けて第２送信器５８に出力する。
【００４４】
第２送信器５８は、監視装置３２側から送られてくる信号を赤外線信号に変換し、第１受
信器５２（図２参照）に送信する。ここで、本実施形態においては、第１送信器４６と第
２受信器５６との間の送受信及び第２送信器５８と第１受信器５２との間の送受信は、赤
外線ではなく電波を利用して送受信を行ってもよい。通信回線２８は、本実施形態では、
公衆回線としての電話回線である。
【００４５】
次に、監視装置３２について説明する。
【００４６】
監視装置３２には、トラックボールやキーボードなどからなる設定部８２が設けられてい
る。医師等のユーザーは、その設定部８２を用いて測定ユニット２４の動作に関する指示
等をセンタ制御部６４に入力することができる。ここで、センタ制御部６４は、監視装置
３２全体の動作制御を行うものである。センタ制御部６４は、その指示等に基づく信号を
センタ通信部６２に出力する。
【００４７】
センタ通信部６２は、その信号を通信回線２８を介してターミナル通信部６０に送る。ま
た、センタ通信部６２はターミナル通信部６０からのシリアル信号とエコー信号を受ける
。センタ通信部６２は、入力されたシリアル信号をディマルチプレクサ６６に出力する。
【００４８】
ディマルチプレクサ６６は分配器であり、図２のマルチプレクサ４４において時分割多重
されたシリアル信号を元の各センサからの処理信号に分離復元する。
【００４９】
センサ信号処理部６８は、心電信号処理部６８ａ、脳波信号処理部６８ｂ、血圧信号処理
部６８ｃ、脈拍信号処理部６８ｄ及び体温信号処理部６８ｅから構成されている。これら
の各センサに対応する信号処理部には、それぞれディマルチプレクサ６６によって分離さ
れた心電信号、脳波信号、血圧信号、脈拍信号、体温信号が入力され、画像形成に必要と
される公知の信号処理が行われる。信号処理後の画像形成信号は、それぞれ画像形成部７
４に出力される。
【００５０】
また、センタ通信部６２からのエコー信号は、先ずエコー信号処理部７２に入力される。
エコー信号処理部７２には、例えば検波回路やドプラ演算回路など公知の回路が含まれ、
超音波画像を形成する上で必要とされる信号処理が行われる。信号処理後の画像形成信号
は、画像形成部７４に出力される。
【００５１】
画像形成部７４は、センサ信号処理部６８からの各センサに対応する画像形成信号に基づ
いて被検体１０の健康状態を表わす生体情報画像を形成する。また、エコー信号処理部７
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２からの画像形成信号に基づいて、Ｂモード、Ｍモード又はドプラモード等の超音波画像
を形成する。生体情報画像と超音波画像は、設定部８２からの指示によって合成画像化す
ることができ、これらの合成画像は表示器７６に表示される。医師等は、設定部８２を操
作することによって超音波画像、生体情報、又はこれらの合成画像を必要に応じて切替表
示させることができる。
【００５２】
記録器７８は、超音波画像と生体情報画像が合成されていない状態で各画像信号を記録す
る。記憶された各画像信号は、必要に応じて表示器７６に出力可能であり、医師等による
診断に活用することができる。記録器７８は、例えばＤＶＤであるが、その他ＶＴＲであ
ってもよい。
【００５３】
次に、図２及び図４を用いて測定ユニット２４の動作について説明する。
【００５４】
図４は、測定ユニット２４の動作プロセスを示した説明図である。本実施形態では、被検
者が覚醒状態において心臓の異常が生じたときに、心臓エコーを得る場合を例にとって説
明する。
【００５５】
図２のセンサ信号処理制御部４２ｂが各センサの測定を指示する（Ｓ１００）。これによ
って、心電、脳波、血圧、脈拍及び体温が測定される（Ｓ１０２）。測定されたこれらの
各センサからの信号は一時的に記憶され、測定ユニット２４から送信される（Ｓ１０４）
。これにより、これらのセンサからの信号は集中管理センタ３０（図１参照）の監視装置
３２によって心電、脳波、血圧、脈拍及び体温として出力され、医師等は、それらの生体
情報をモニタすることができる。
【００５６】
Ｓ１０６では、脳波に基づいて被検者が覚醒状態にあるかを判定する。具体的には、測定
された脳波の信号波形と、覚醒状態における脳波信号波形とを照合比較することで覚醒状
態にあるか否かが判定される。Ｓ１０６において覚醒状態にないと判定された場合には、
Ｓ１００に戻り、各センサの測定が行われる。覚醒状態であると判定された場合には、Ｓ
１０８に進む。
【００５７】
Ｓ１０８では、被検者が異常状態にある可能性があるか否かについて、各センサごとに個
別判定される。各センサにおける個別判定に際しては、例えば、あらかじめＲＯＭ等に記
憶されているセンサ信号の異常状態の閾値と、Ｓ１０２において測定された各センサの信
号波形が比較されることによって、各個別判定結果が出力される。
【００５８】
Ｓ１１０では、Ｓ１０８で得られた各個別判定結果に基づいて、被検者が異常状態にある
か否かが総合的に判定される。具体的には、例えば、Ｓ１０８において出力された各個別
判定結果に基づいて、例えばアンド条件によって異常状態の総合判定を行う。総合判定結
果が異常状態ではないという結果の場合には、Ｓ１００に戻り、各センサの測定が行われ
る。一方、総合判定結果が異常状態にあるという結果の場合には、Ｓ１１２に進む。
【００５９】
Ｓ１１２では、プローブ１２から超音波が送波される。また、プローブ１２は、心臓のエ
コーを受波し、エコー信号を出力する。Ｓ１１４では、プローブ１２から出力されるエコ
ー信号が、一時的にメモリ（図２のエコー信号記憶部５０）に記憶され、送信される。
【００６０】
本実施形態によれば、被検者の生体情報が監視装置３２側（図１参照）に送信され、医師
等は、これらの生体情報から被検者の健康状態を常時把握することができる。ここで、被
検者が平常状態にある場合においては、センサによって健康状態を監視し、被検者が異常
状態に陥ったときには自動的にプローブが作動して、発作時の超音波画像を診断すること
ができる。したがって、プローブの駆動を最小限に抑えることができる。これにより、超
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音波振動素子の不必要な劣化を抑えることができるとともに、不必要な電力消費を抑える
ことができる。
【００６１】
図５は、測定ユニット２４の別の動作プロセスを概念的に示したプロセス説明図である。
図２のセンサ信号処理制御部４２ｂが体温、脈拍及び血圧の測定を指示する（Ｓ２００）
。これによって、それらが測定される（Ｓ２０２）。
【００６２】
Ｓ２０４では、被検者が異常状態の可能性があるか否かについて、各センサ信号ごとに個
別的に判定される。Ｓ２０６では、Ｓ２０２で得られた各個別判定結果に基づいて、被検
者が異常状態にあるか否かが総合的に判定される。総合判定結果が、異常状態ではないと
いう結果の場合には、Ｓ２００に戻り、Ｓ２０２によってそれぞれのセンサによる測定が
なされる。一方、総合判定結果が、異常状態であるという結果の場合には、Ｓ２０８に進
む。
【００６３】
Ｓ２０８では、異常状態における体温信号、脈拍信号及び血圧信号がメモリ（図２のセン
サ信号記憶部４０）に一時的に記憶され、送信される。これにより、医師等は、これらの
異常な生体情報を把握することができる。
【００６４】
Ｓ２０６において異常状態と判定されることで、心電信号の測定が行われる（Ｓ２１０）
とともに、プローブの送受波が実行され、必要な信号処理が実施される（Ｓ２１４）。
【００６５】
Ｓ２１０で測定された心電は、心電信号判定部３８ａにおいて異常状態の可能性があるか
否かが個別判定される（Ｓ２１２）。一方、Ｓ２１４で信号処理されたエコー信号におい
ても、個別判定が行われる（Ｓ２１６）。
【００６６】
Ｓ２１８の総合判定では、Ｓ２１２とＳ２１６で得られた個別判定結果に基づいて、異常
状態について総合判定が行われる。Ｓ２１８において、異常状態ではないという総合判定
結果が出力された場合には、Ｓ２００に戻る。一方、異常状態であるという総合判定結果
が出力された場合には、Ｓ２２０に進む。
【００６７】
Ｓ２２０では、心電信号とエコー信号が、一時的にメモリ（図２のセンサ信号記憶部４０
とエコー信号記憶部５０）に記憶され、送信される。これにより、医師等は、超音波と心
電の画像をモニターすることができる。
【００６８】
Ｓ２１８において異常状態と判定された場合に、脳波測定が行われる（Ｓ２２２）。Ｓ２
２２で測定された脳波信号に基づいて、被検者が異常状態にあるか否かの再判定が行われ
る（Ｓ２２４）。
【００６９】
Ｓ２２４において、異常状態にはないと判定された場合には、Ｓ２００に戻り、異常状態
であると判定された場合には、Ｓ２２８に進む（Ｓ２２６）。
【００７０】
Ｓ２２６における総合判定結果が、異常状態ではないという結果である場合、Ｓ２００に
戻り、それ以降のステップが実施される。
【００７１】
以上により、異常状態時あるいは異常状態の可能性がある場合において、その必要性に応
じて段階的に異なる計測を実施することができる。したがって、携帯型の測定ユニット２
４においては、不必要な超音波の送受波、信号処理、データ記憶及びデータ送信を防ぐこ
とができる。その結果バッテリ５４（図２参照）電力の消費を抑えることができ、被検者
の健康状態を長時間監視することができる。
【００７２】
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なお、心電信号と心臓のエコー信号との間には、心臓の動きに応じた相関関係が存在する
。また、例えば、睡眠状態などにおいては、脳波、血圧、体温、脈拍及び心電などの生体
情報が、それぞれ互いに相関関係があることが知られている。したがって、これらのセン
サ信号やエコー信号を互いに比較することによって、それぞれのセンサやプローブが被検
者に適切部位から脱落していないか、適切に配置されているかなどを医者等が確認するこ
とが可能である。
【００７３】
なお、被検者１０にＧＰＳを携帯させ、Ｓ２０８、Ｓ２１８又はＳ２２８などにおいて救
急車を呼ぶ車両呼出信号を発する構成を測定ユニット２４に設ける構成としてもよい。
【００７４】
【発明の効果】
本発明によれば、被検者の健康状態に応じて、必要な時期に必要とする健康状態の測定を
効率よく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　医療測定システムの全体構成を示す説明図である。
【図２】　センサ部及び測定ユニットの全体構成を示す機能ブロック図である。
【図３】　通信ターミナル、通信回線及び監視装置の全体構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図４】　測定ユニットの動作プロセスを示したプロセス説明図である。
【図５】　測定ユニットの別の動作プロセスを示したプロセス説明図である。
【符号の説明】
１０　被検者、１２　プローブ、１４　心電センサ、１６　脳波センサ、１８血圧センサ
、２０　脈拍センサ、２２　体温センサ、２４　測定ユニット、２６　通信ターミナル、
２８　通信回線、３２　監視装置。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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